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。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
沖
縄
県
で
の
米
軍
人
に
よ
る
少
女
暴
行
事
件
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
二
月
十
日
午
後
十
時
半
過
ぎ
、
沖
縄
県
に
駐
留
す
る
在
日
米
海
兵
隊
に
所
属
す
る
二
等
軍
曹
が
沖
縄
県
北
谷

町
の
路
上
で
日
本
人
女
子
中
学
生
に
暴
行
し
た
と
し
て
、
翌
十
一
日
午
前
二
時
過
ぎ
に
沖
縄
県
警
察
が
同
軍
曹
を
逮
捕
し
た

事
案
（
以
下
「
本
件
事
案
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
外
務
省
が
そ
の
発
生
を
知
っ
た
の
は
同
日
早
朝
で
あ
り
、
直
ち
に
関

係
方
面
と
の
連
絡
を
と
る
と
と
も
に
、
同
省
に
お
け
る
初
動
体
制
を
確
立
し
、
事
実
関
係
の
確
認
等
を
行
っ
た
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
は
、
本
件
事
案
の
重
大
性
に
か
ん
が
み
、
本
件
事
案
発
生
後
、
米
側
に
対
し
可
能
な
限
り
早
期
に
遺
憾
の
意
を
伝

え
、
米
側
に
お
い
て
、
在
日
米
軍
の
綱
紀
粛
正
や
事
件
・
事
故
の
再
発
防
止
等
所
要
の
対
応
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
適
切
で
あ

る
と
の
判
断
か
ら
、
西
宮
北
米
局
長
か
ら
ド
ノ
バ
ン
駐
日
米
国
臨
時
代
理
大
使
に
対
し
、
平
成
二
十
年
二
月
十
一
日
、
電
話

に
て
申
入
れ
を
行
っ
た
。
外
務
省
と
し
て
は
、
か
か
る
対
応
は
適
切
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
十
二
日
、
薮

中
外
務
事
務
次
官
が
同
臨
時
代
理
大
使
を
同
省
に
招
致
し
、
申
入
れ
を
行
っ
た
。

一



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
遺
憾
」
と
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
米
側
に
対
し
、
累
次
に
わ
た
り
在
日
米
軍
の
綱
紀
粛
正
や
事
件

・
事
故
の
再
発
防
止
を
求
め
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
事
案
の
よ
う
な
重
大
な
犯
罪
が
発
生
し
た
こ
と
に
つ
き
、
極

め
て
残
念
で
あ
り
、
こ
れ
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
考
え
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
外
務
省
と
し
て
不
適
当
で

あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
可
能
な
限
り
早
期
に
外
務
省
幹
部
を
沖
縄
県
に
派
遣
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
必

要
な
調
整
を
行
っ
た
上
で
、
平
成
二
十
年
二
月
十
二
日
、
小
野
寺
外
務
副
大
臣
を
翌
十
三
日
に
沖
縄
県
に
派
遣
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
対
応
は
適
切
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
平
成
七
年
の
事
件
後
、
米
側
は
、
我
が
国
政
府
か
ら
の
累
次
の
申
入
れ
も
踏
ま
え
、
事
件
再
発
防
止
の
た
め
に

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
基
地
外
へ
の
夜
間
外
出
制
限
（
リ
バ
テ
ィ
・
カ
ー
ド
制
度
）
等
を
導
入
し
、
深
夜
の
外
出
規
制
等
の
取

組
を
行
っ
て
き
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二



こ
の
よ
う
な
取
組
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
事
案
が
発
生
し
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
二
月
十
三
日
、
高
村

外
務
大
臣
か
ら
シ
ー
フ
ァ
ー
駐
日
米
国
大
使
に
対
し
て
、
在
日
米
軍
の
事
件
・
事
故
の
再
発
防
止
に
向
け
真
剣
か
つ
継
続
的

に
努
力
し
て
も
ら
い
た
い
旨
述
べ
、
こ
れ
ま
で
と
ら
れ
た
事
件
・
事
故
の
再
発
防
止
策
の
再
点
検
等
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

三


